
～立ち直りをみんなで支える明るい社会に向けて～

平成２７年８月１０日 法務省

再犯防止キャラバン



刑務所に収容される受刑者に占める再入者の割合が上昇約３割の再犯者によって，約６割の犯罪が行われている
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入所受刑者中の再入者・再入者率の推移（平成6年～25年）
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再入者
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13,407人

9,348人３割の
再犯者

６割の
事件

（出典：平成１９年犯罪白書）
昭和２３年から平成１８年９月３０日までの間に有罪が確定した者のうち，
初犯者・再犯者の区別をせずに無作為に抽出した１００万人を対象として調査したもの。

数値目標 平成３３年までに出所後２年以内再入率を２０％以上減少させる（２０％→１６％）

我が国において初となる刑務所出所者等の再犯防止に向けた取組に関する政府の計画

再犯防止に向けた政府の取組み

「再犯防止に向けた総合対策」 （平成２４年７月・犯罪対策閣僚会議）が決定される

宣言「犯罪に戻らない・戻さない」（平成２６年１２月・犯罪対策閣僚会議決定）

「犯罪や非行をした者を社会から排除・孤立させるのではなく，再び受け入れる（ＲＥ－ＥＮＴＲＹ）ことが

自然にできる社会」の構築を目指し，国の取組に加えて，国民の御理解と御協力を求めるもの。



再犯防止の現状

適当な帰る場所がないまま，
刑期を終えて出所する受刑者

受刑者に占める最終学歴が
高校卒業未満の者の割合

刑務所へ戻ってきた者のうち，
再犯時に無職だった者

６０歳以上の保護司の割合
５年間で減少した

保護司の数
実際に出所者等を
雇用した企業の数

出所者の５人に１人が２年以内に再び刑務所へ

犯罪や非行からの立ち直りを支える地域の力が低下しかねない状況

刑務所に収容される者の半数以上が再入者

仕事の有無で再犯率に４倍の差 ３人に１人が２年以内に再び刑務所へ

年々，高齢化が進行。
協力雇用主登録企業は増加傾向
（14,000社以上）だが，実雇用は少ない

保護司の活動がより困難に。

基礎的な学力が不足している者が多数

H27.1.1 H22.1.1～H27.1.1 H27.4.1

６，４００人７０％以上 ６０％以上

７９．７％ ９７９人 ５５１社



犯罪や非行をした者を社会から排除・孤立させるのではなく，
再び受け入れる（ＲＥ－ＥＮＴＲＹ）ことが自然にできる社会にする

再犯防止に関する宣言「犯罪に戻らない・戻さない」（平成２６年１２月・犯罪対策閣僚会議決定）

立ち直りを支えるボランティアや
企業等が活動しやすい環境づくり

切れ目ない指導・支援を行う
国と地方の協力体制づくり

社会とのつながりを持ちながら
指導や支援を行う体制づくり

社会と
つながる

社会に
ひろがる

支援が
つながる

刑務所・少年院での雇用ニーズ
に合った職業訓練・指導

出所者等を雇用している企業の数を３倍（ ５００社 → １,５００社 ）に１

２ 帰るべき場所がないまま刑務所から社会に戻る者の数を３割以上減少

保護観察対象者による社会貢献活動

国の取組方針

再犯防止対策への理解を求める総理
メッセージを囲んで

企業が出所者等を安心・継続的
に雇用するためのサポート体制

地域生活定着支援センターとの打合せ



地域の安全・安心な暮らしづくりに取り組む保護司について

地域で犯罪や非行をした人の立ち直りを支える保護司の活動に対する更なる御協力を
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（保護司の人数と平均年齢）

64.7歳

47,872人
63.3歳

49,389人１０年間で１，５００人以上減少。高齢化も
進行。

保護司の減少

問題のある少年

家族・友人

警察
少年サポートセンター
少年警察ボランティア

学 校
児童相談所

子ども総合センター

少年鑑別所
保護観察所
保護司会

協力雇用主

地域の安全・安心な暮らしを守る上で，犯罪や非行をした人の立ち直りを支える民間の方々の活動は大きな役割を果たしています。

一部の地域では，立ち直り活動を促進するためのネットワークづくりなど，様々な取組が進められています。

宮城県内の保護司の数 （Ｈ２７．７）

現 員 ７５１名
充足率 ９３．１％

仙台市内全保護区 ８８．９％
石巻保護区 ８６．７％

⇔ 全国平均 ９１．２％ (H27.1)

青少年の非行防止・立ち直りに向けて，
関係機関が問題点や情報を共有し，取り組んでいる例

社会環境が変化（高齢化，都市化）する中，困難な事例が増加。

保護司個人の活動だけでは得られる情報に限界。

問題が表面化しにくい社会状況

法務省における最近の取組

少年鑑別所・保護観察所では，

地域の青少年の健全育成に携わる機関との関係を強め，

これまで以上に，必要な支援や非行の防止に取り組みま

す。 → ぜひ，少年鑑別所へ御相談ください
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更生保護サポートセンター

保護司が常駐し，地域の関係機関・

団体との情報交換・会議の場となる

拠点づくりを進めています。

全国のサポートセンターの数

H16.1 H27.1

※平成２８年３月３１日までに４４６か所設置予定



地域の安全・安心な暮らしづくりに取り組む協力雇用主について

仕事を通じて立ち直りを支える協力雇用主の活動推進に更なる御協力を

出所者等の雇用の伸び悩み

協力雇用主に登録されている企業数は増加。

しかし，実際に雇用している企業の数は
伸び悩んでいます。

380  472  551 

11,044  12,603 
14,488 

25 26 27

実際に雇用している雇用主数
協力雇用主数

（Ｈ２７．４．１）

宮城県内の協力雇用主の数 ６３７社

雇用実績 ３２名

地域の安全・安心な暮らしを守る上で，犯罪や非行をした人の立ち直りを支える民間の方々の活動は大きな役割を果たしています。

一部の地域では，保護司や協力雇用主による活動を促進するための様々な取組みが進められています。

保護観察対象者の雇用

仕事を通じて立ち直りを支える協力雇用主の活動を支援する

国や地方自治体における取組の例

出所者等の雇用における課題

など

犯罪や非行をした人を雇用するには，様々な課題があります。

そのような事情を承知した上で出所者等を雇用いただく

“協力雇用主”という制度があります。

法務省における最近の取組

刑務所出所者等就労奨励金制度の創設（H27.4～ ）

保護観察対象者を非常勤職員として
６月間雇用するもの。

協力雇用主の広報・表彰

協力雇用主の活動に対する社会的な理解
促進のため，広報（講演会，パンフレット），
表彰を行うもの。

総合評価落札方式において協力雇用主に対して
ポイントを加算する取組の実施（H27.7～ ）

法務省発注の一部工事の入札において，総合評価落札方式によ
る評価に関し，刑務所出所者等の雇用実績のある協力雇用主に
ついてポイントを加算。

出所者等を雇用した協力雇用主に対し，月８万円（最大７２万円）を
支給する制度。
出所者等の雇用に伴い生じる経済的な負担を少しでも軽減し，
継続的に雇用いただける企業を支援。

発注工事等の入札における優遇措置

協力雇用主として登録している場合又は協力雇用主として
保護観察対象者や更生緊急保護対象者を雇用した実績がある場合，
社会貢献活動や地域貢献活動として加点するもの。



３ 御協力をお願いしたいこと①

平成２６年末の受刑者５２，８６０人のうち，
１３，７５０人が薬物事犯者。

受刑者数では，窃盗に次ぐ２番目に多い。

受刑者の４人に１人は薬物事犯者
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薬物依存のある保護観察対象者とその家族への継続的な地域支援に御協力を

薬物依存からの離脱に向けた指導・支援の現状について

２６％

窃盗
２７％

詐欺
８％

その他
２６％

平成２８年度以降，社会で処遇を受ける
薬物事犯者が増加

平成２８年６月，
薬物事犯者に対する刑の一部猶予制度が開始。

刑事施設ではなく，社会において保護観察を
受けながら薬物依存からの離脱に向けた
処遇を受ける者の増加が予想。

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

６,６９４名に実施

薬物依存からの回復・社会復帰には，刑務所・保護観察所等での指導・支援に加えて，国の支援終了後も，医療・保健・福祉
等関係機関において，継続的な指導・支援を受けることができる体制が必要。

刑務所や保護観察所での指導

全国の刑務所や保護観察所において，
薬物依存からの離脱に向けた指導を実施。

地域社会において，依存症からの離脱に
向けた支援を受けられる機会が限られている
→ 支援が中断してしまう

医療機関 ・ ・ ・ 全国２０か所程度
（うち，宮城県に１か所）

精神保健福祉センター ・ ・ ・ １４か所

薬物等使用歴のある保護観察対象者

年間6,975人（うち，宮城県86人）
（H26）

（H27.3）

薬物依存症からの治療回復プログラム（認知行動療法に
基づくもの）を実施している機関

刑事施設（７６庁） 保護観察所（５０庁）

１,２００名に実施
別途，簡易薬物検出検査を
３,１２３名に延べ８,２８１回実施

（刑の一部の執行猶予制度施行後の
保護観察事件数予測）

（仙台市役所でのみ説明）


